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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】
　
回次
　

第95期
第３四半期
連結累計期間

第96期
第３四半期
連結累計期間

第95期

　
会計期間
　

自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日

自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

営業収益 （百万円） 134,401 135,672 181,869

経常利益 （百万円） 10,480 14,389 11,067

四半期（当期）純利益 （百万円） 10,069 8,767 5,686

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 12,459 8,247 9,776

純資産額 （百万円） 138,290 141,219 135,602

総資産額 （百万円） 785,943 764,888 789,591

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 19.26 16.77 10.88

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円）     － － －

自己資本比率 （％） 17.3 18.1 16.9

　

　
回次
　

第95期
第３四半期
連結会計期間

第96期
第３四半期
連結会計期間

　
会計期間
　

自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

自  平成24年10月１日
至  平成24年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 12.36 6.64

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．営業収益には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

 

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社に異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

  当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

  また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

  当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災からの復興需要による

景気の下支えがあったものの、電力需給問題の長期化のほか、欧州や中国をはじめとする海外経済の減速等により、

景気は依然として停滞した状況のまま推移いたしました。

このような経済情勢の下におきまして、当社グループでは２年目に入った中期経営計画「凜進130計画」に掲げ

る基本方針に従い、引き続き各種施策への取組みを進めてまいりました。

当第３四半期連結累計期間の業績は、東日本大震災の影響からの回復が見られたことや、格安航空会社（LCC）の

就航便数増加等に伴い、関西国際空港関連の輸送が好調に推移したことから、営業収益は前第３四半期連結累計期

間に比べ12億70百万円（0.9%）増加の1,356億72百万円となり、営業利益は前第３四半期連結累計期間に比べ31億

32百万円（19.6%）増加の191億46百万円、経常利益は前第３四半期連結累計期間に比べ39億８百万円（37.3%）増

加の143億89百万円となりました。一方、四半期純利益は、法人税率の変更に伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の

取崩しによる法人税等調整額の大幅な減少があった前第３四半期連結累計期間に比べ13億２百万円（12.9%）減少

の87億67百万円となりました。

　

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

なお、平成24年４月１日付で実施した駅ビジネス再編に伴い、セグメント区分を一部変更しており、前第３四半期

連結累計期間比につきましては、前第３四半期連結累計期間の数値を変更後のセグメント区分に組み替えたうえで

算出しております。

　

①運輸業

鉄道事業におきましては、営業面では、昨年４月１日、和歌山大学前駅の開業にあわせ、南海線において、特急「サ

ザン」の増発や輸送体制の効率化を目的としたダイヤ変更を実施したほか、駅ナンバリングの導入や関西空港駅に

おける「南海ツーリストサポートセンター」の設置等、旅客向け案内を強化し、海外を含む沿線外からの旅客サ―

ビスの向上に努めました。また、関西国際空港利用客の利便性向上と当社空港線の利用促進をはかるため、同空港と

関西主要都市とを結ぶ各種企画乗車券に加え、特急券と乗車券がセットになった「関空トク割　ラピートきっぷ」

の発売を新たに開始するなど、企画商品のラインナップ充実をはかりました。一方、施設面では、かねて運転保安度

の向上のために進めてまいりました泉大津市内の南海本線連続立体交差化工事において、下り線の高架工事が完成

し、８月４日に供用を開始いたしました。バス事業におきましては、大阪市交通局からの運行受託路線の拡大や、10

月に供用を開始した関西国際空港第２ターミナルビルへの旅客輸送のほか、旅客需要に即した割引サービスの拡充

等、各種の増収策を講じました。この結果、運輸業の営業収益は前第３四半期連結累計期間に比べ14億74百万円

（2.3%）増加の645億31百万円となり、営業利益は前第３四半期連結累計期間に比べ20億32百万円（24.9%）増加の

101億85百万円となりました。
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（参考）鉄道旅客収入及び輸送人員表

 

前第３四半期連結累計期間

（自  平成23年４月１日

  至  平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自  平成24年４月１日

  至  平成24年12月31日）

増減率

旅

客

収

入

 百万円 百万円 ％

定期外 21,853 22,669 3.7

定  期 17,066 16,963 △0.6

合  計 38,919 39,633 1.8

輸

送

人

員

 千人 千人 ％

定期外 64,081 65,436 2.1

定  期 105,328 105,369 0.0

合  計 169,409 170,805 0.8

（注）１．輸送人員は千人未満を四捨五入で表示しております。

２．旅客収入は荷物収入を除いております。

 

②不動産業

不動産賃貸業におきましては、パークスタワーをはじめ各物件において稼働率の維持向上に努めるとともに、昨

年４月に開業したライブホール「Zepp Namba（OSAKA）」の敷地の賃貸を開始いたしました。不動産販売業におき

ましては、南海くまとり・つばさが丘、南海林間田園都市・彩の台等で宅地及び戸建住宅の分譲を進める一方、当社

高野線白鷺駅前のほか、大阪市住吉区内（阪堺電気軌道上町線姫松駅徒歩６分）、東大阪市内（近鉄奈良線河内永

和駅前）、神戸市中央区内（JR 神戸線三ノ宮駅徒歩９分）において、分譲マンションの販売に注力いたしました。

しかしながら、不動産販売業において減収となったことが響き、不動産業の営業収益は前第３四半期連結累計期間

に比べ４億41百万円（2.6%）減少の165億１百万円となりました。一方、営業利益は、不動産賃貸業において減価償

却費が減少したこと等により、前第３四半期連結累計期間に比べ18百万円（0.4%）増加の51億44百万円となりまし

た。

　

③流通業

ショッピングセンターの経営におきましては、昨年４月のZepp Namba（OSAKA）の開業を契機として、なんば

CITY、なんばパークス、髙島屋大阪店及びZepp Namba（OSAKA）が共同でイベントを実施するなど、なんばエリアに

おける他の事業者等との連携を深めることにより、当社施設の売上拡大に努めました。また、なんばCITYにおいて、

さらなる魅力向上をはかるため、スーパーマーケット「成城石井」を誘致するなど、さまざまな顧客ニーズに対応

した食品・雑貨ゾーンを新たに形成いたしました。流通業のその他といたしましては、３月に当社の完全子会社と

した南海リテールプランニング株式会社において、京阪神及び首都圏のショッピングセンターを中心に、お客さま

のニーズに即した商品販売に注力するなど、積極的な販売促進活動を展開いたしました。この結果、流通業の営業収

益は前第３四半期連結累計期間に比べ６億91百万円（3.7%）増加の195億84百万円となり、営業利益は前第３四半

期連結累計期間に比べ11億１百万円（84.7%）増加の24億円となりました。

なお、当社グループの駅ビジネスを再編・強化するため、昨年４月１日、ショップ南海を柱とする駅周辺商業賃貸

事業及びコンビニエンスストア「アンスリー」の運営事業を、南海商事グループに集約・一元化いたしました。
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④レジャー・サービス業

遊園事業におきましては、みさき公園において、時季に適した催物を開催するほか、動物園での体験型イベントを

強化・拡充いたしました。また、夏のプール営業期間中、アイドルグループ「NMB48」をイメージキャラクターに起

用するなど、ファミリー層や中高生を中心にお客さまの誘致に努めました。ボートレース施設賃貸業におきまして

は、ボートレース住之江において、国内外からの旅行者向けに、ルール解説や施設見学等がセットになった「ボート

レース住之江・ナイトツアー」を実施いたしました。ビル管理メンテナンス業におきましては、民間事業者のほか、

官公庁等からの新規管理物件の獲得に注力いたしました。その他といたしましては、葬祭事業におきまして、堺市西

区及び枚方市において12、13号店となる葬儀会館「ティア浜寺」及び「ティア枚方」をそれぞれオープンいたしま

した。また、瀞峡ウォータージェット船の志古乗船場及びドライブイン志古では、平成23年９月の紀伊半島大水害に

より大きな被害を受けましたが、昨年７月８日、「瀞峡めぐりの里 熊野川」としてリニューアルオープンいたしま

した。このほか、シニアビジネスへの参入として、有料老人ホーム「南海ライフリレーションあびこ道」の建設工事

に着手いたしました。この結果、レジャー・サービス業の営業収益は前第３四半期連結累計期間に比べ２億70百万

円（1.1%）増加の244億88百万円となり、営業利益は前第３四半期連結累計期間に比べ１億87百万円（29.6%）増加

の８億21百万円となりました。

　

⑤建設業

建設業におきましては、厳しい事業環境下にあったものの、完成工事高が増加した結果、営業収益は前第３四半期

連結累計期間に比べ４億80百万円（1.7%）増加の285億88百万円となりましたが、建設資材価格の高止まりや労務

単価の上昇等により、営業利益は前第３四半期連結累計期間に比べ69百万円（9.1%）減少の６億89百万円となりま

した。

　

⑥その他の事業

その他の事業につきましては、営業収益は前第３四半期連結累計期間に比べ44百万円（5.3%）減少の７億86百万

円となり、営業利益は前第３四半期連結累計期間に比べ74百万円減少し、31百万円の営業損失となりました。

　

（２）財政状態の分析

資産の部では、受取手形及び売掛金の減少や減価償却の進捗等により、前連結会計年度末に比べ247億２百万円減

少の7,648億88百万円となりました。

負債の部では、借入金及び社債の減少等により、前連結会計年度末に比べ303億19百万円減少の6,236億69百万円

となりました。

純資産の部では、剰余金の配当及び保有株式の株価下落によるその他有価証券評価差額金の減少があったもの

の、四半期純利益の計上による増加等により、前連結会計年度末に比べ56億16百万円増加の1,412億19百万円となり

ました。

また、自己資本比率は前連結会計年度末比で1.2ポイント増加し、18.1％となりました。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について、重要な変更

及び新たに発生した事象はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

 

①基本方針の内容 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの財務及び事業の内容や当社の企業価

値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆さまの共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上し

ていくことを可能とする者である必要があると考えております。　　

当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づいて行

われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵害を

もたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買

付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しな

いもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とする

もの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。　　
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特に、当社が企業価値を確保・向上させるためには、沿線住民を核とする顧客及び地域社会との良好な信頼関係

を維持・強化していくことが必要であり、また、鉄道事業者としての最大の使命である安全輸送を確保することが

何よりも重要であります。当社株式の大量買付を行う者が、当社グループの財務及び事業の内容を理解するのはも

ちろんのこと、こうした当社の企業価値の源泉を理解したうえで、これらを中長期的に確保し、向上させられるので

なければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。

当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方

針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗措置を

採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

　　　　 

②基本方針実現のための取組みの具体的な内容の概要 

ア、基本方針の実現に資する特別な取組み

　　    当社グループは、平成23年度から26年度までの４か年を対象期間とする中期経営計画「凜進130計画」を策定

し、推進しております。この「凜進130計画」におきましては、対象とする４年間を「事業の『効率性追求』と

『拡大と成長』により、事業構造の変革を成し遂げる４か年」として位置付け、次に掲げる５つの基本方針の

下、各事業分野においてさまざまな企業価値の向上策に取り組んでおります。

      （ア）観光・インバウンドビジネスの推進

      （イ）不動産・流通事業の拡大

      （ウ）新たな事業領域への進出

      （エ）なんばのまちづくり推進

      （オ）グループ経営基盤の強化

        運輸業におきましては、お客さまの生活を支える公共交通機関として、安全・安心の維持向上を最優先に、災

害対策の強化や運転保安度の向上に継続して取り組む一方、将来の旅客需要に適応し、効率的な輸送体制の整

備をはかってまいります。また、関西国際空港へのアクセスを担う当社グループの特性を活かし、海外からのイ

ンバウンドをターゲットとした商品・サービスの開発、他の鉄道事業者や航空会社等とタイアップした企

画乗車券の販売、同空港に就航する格安航空会社（LCC）の旅客の取込み等に重点を置いた施策を推進し、旅客

需要の創出に努めてまいります。

        不動産業におきましては、不動産賃貸業において、既存物件の稼働率向上と運営体制の効率化に取り組むと

ともに、収益物件への投資を積極的に進めるなど、事業基盤の強化に努めてまいります。また、これまで培って

きた当社グループの総合力・ノウハウを活かし、不動産管理運用受託事業（PM事業）への参入を進めてまいり

ます。不動産販売業では、沿線エリア内外において、他社との共同事業を含むマンション分譲事業の業容拡大を

はかってまいります。

        流通業におきましては、旗艦商業施設であるなんばCITY及びなんばパークスの競争力を維持向上させるとと

もに、大阪市交通局御堂筋線「梅田」「なんば」「天王寺」各駅での「駅ナカ」事業の運営をはじめとして、

小売・飲食事業の強化、商業施設の運営・管理業務の受託を進めるなど、当社グループが有するノウハウを活

用し、収益基盤の拡充をはかってまいります。

        レジャー・サービス業におきましては、当社グループの事業エリアに存する観光資源の掘り起こしや、グ

ループ内外における連携の強化により、国内外からの観光・集客商品の開発に取り組んでまいります。また、ビ

ル管理メンテナンス事業の業容拡大を進めるほか、シニアビジネスや生活支援サービス等、今後成長が見込ま

れる分野への参入を進めてまいります。

        建設業におきましては、工事原価管理の徹底等による事業の効率化に努め、安定的に利益を確保しうる事業

構造への変革をはかる一方、シニア・リフォーム・環境・医療福祉関連等、鉄道・民間住宅関連工事分野に続

く新たな事業分野の開拓を進めてまいります。

        さらに、当社グループの最重要拠点であるなんばエリアにおいて、南海ターミナルビル再生計画の集大成と

なる南海会館ビル建替計画を推進し、これまで進めてまいりました「なんばエリアの価値向上」にさらに弾み

をつけるとともに、国際化に対応した都市機能の充実と周辺地域・施設との相乗効果により、なんばエリアの

新たな価値創造と競争力の強化につなげてまいります。

        このように、財務体質の改善とのバランスを考慮しつつ、新たな収益の柱の育成に注力する一方、事業の効率

性を最大限まで追求し、当社グループが一丸となって、強靭な経営基盤の確立と企業価値の向上をめざしてま

いりたいと存じます。
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　  イ、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組み

　      当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取組みとして、平成23年６月24日開催の第94期定時株主総会において、当社株式の大量買付行為に

関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）の内容を改定したうえ、更新することについ

てご承認をいただいております。本プランの内容の概要は、次のとおりであります。

 

　　 (ア) 目的 

              本プランは、当社株式の大量買付が行われる場合に、株主の皆さまが適切な判断をするために必要・十分

な情報と時間を確保するとともに、買収者との交渉の機会を確保すること等を通じて、当社の企業価値・株

主共同の利益に反する買収を抑止し、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的と

しております。 

 

     (イ) 手続の設定 

              本プランは、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求める

など、上記の目的を実現するために必要な手続を定めております。なお、買収者は、本プランに係る手続が開

始された場合には、当社取締役会又は株主総会において本プランの発動をしない旨の決議がなされるまでの

間、買収を実行してはならないものとされております。

              買収者は、買付等の開始又は実行に先立ち、買付等の内容等の検討に必要な情報等を当社に提出すること

が求められます。当社取締役会は、買収者から情報等が提出された場合、外部専門家からの助言又は意見を得

たうえで、買付等の内容等の検討、買収者の提示する経営計画・事業計画等の検討、代替案の検討、買収者と

の協議・交渉等を行い、買付等の内容に対する意見をとりまとめ、株主の皆さまに対して提示します。

              当社取締役会は、上記の手続に従い検討を行った結果、新株予約権の無償割当てを実施しない旨決定した

場合を除き、原則として、株主総会を招集し、新株予約権の無償割当ての実施に関する株主の皆さまの意思を

確認するものとします。但し、本プランに定められた手続に従わない買付等であり、かつ、新株予約権の無償

割当てを実施することが相当である場合には、株主総会を招集せずに、取締役会において新株予約権の無償

割当ての実施についての決議をすることができるものとします。

        　                                                                        　

     (ウ) 新株予約権の無償割当てによる本プランの発動

              買付等が本プランに定められた手続に従わないものであったり、当社の企業価値・株主共同の利益に対す

る明白な侵害をもたらすおそれがある場合等であって本プランに定める要件に該当する場合には、当社は、

買収者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が買収者等以外の者から当社株式等と引換

えに新株予約権を取得できる旨の取得条項等が付された新株予約権を、その時点の当社を除くすべての株主

に対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てます。

              本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買収者等以外

の株主の皆さまに当社株式が交付された場合には、買収者等の有する当社の議決権割合は、最大50%まで希釈

化される可能性があります。

　       

     (エ) 本プランの有効期間及び廃止 

              本プランの有効期間は、平成23年６月24日開催の第94期定時株主総会終結後２年以内に終了する事業年度

のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。但し、有効期間の満了前であっても、(ⅰ)

当社の株主総会において、本プランに係る新株予約権の無償割当てに関する事項の決定についての取締役会

への委任を撤回する旨の決議が行われた場合、又は、(ⅱ)当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議

が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。

                                 

③上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

ア、基本方針の実現に資する特別な取組み（上記②のアの取組み）について 

        上記②のアに記載した中期経営計画「凜進130計画」は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持

続的に向上させるための具体的方策として策定したものであり、まさに基本方針の実現に資するものでありま

す。   

        したがって、これらの取組みや各施策は、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当

社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
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イ、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

    の取組み（上記②のイの取組み）について 

　      上記②のイに記載のとおり、本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させること

を目的とするものであり、基本方針に沿うものであります。特に、本プランは、株主総会において株主の皆さま

の承認を得て改定・更新されたものであること、株主総会又は取締役会の決議によりいつでも廃止できるとさ

れていること、発動の是非についても、一定の場合を除き、株主総会において株主の皆さまの意思を確認するこ

ととしていること等、株主意思を重視するものであり、また、合理的な客観的要件が充足されなければ発動され

ないように設定されていること、本プランの運用に際して外部専門家の助言又は意見を取得することとしてい

ること等により、その公正性・客観性が担保されており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するも

のであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（４）研究開発活動　

　特記すべき事項はありません。　
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,600,000,000

計 1,600,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成24年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年２月８日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 526,412,232 526,412,232

東京証券取引所

（市場第一部）

大阪証券取引所

（市場第一部）

名古屋証券取引所

（市場第一部）

権利内容に何ら限定
のない当社における
標準となる株式であ
り 、 単 元 株 式 数 は
1,000株であります。

計 526,412,232 526,412,232 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

  該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

  該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

  該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

 （百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

  平成24年10月１日～

  平成24年12月31日
－ 526,412－ 63,739 － 15,935

 

（６）【大株主の状況】

  当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

      当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成24年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

 平成24年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式    3,683,000

　　

－

権利内容に何ら限定のな
い当社における標準とな
る株式であり、単元株式数
は1,000株であります。

完全議決権株式（その他） 普通株式  517,289,000 517,289 同上

単元未満株式 普通株式    5,440,232 － 同上

発行済株式総数 526,412,232 － －

総株主の議決権 － 517,289 －

  （注）１．「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、

それぞれ13,000株（議決権の数13個）及び450株含まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式283株が含まれております。

  

②【自己株式等】

 平成24年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

南海電気鉄道株式会社

大阪市中央区難波

五丁目１番60号
3,683,000－ 3,683,000 0.69

計 － 3,683,000－ 3,683,000 0.69

  （注）株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が4,000株（議決権の数４個）あり

        ます。なお、当該株式数は、上記①の「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄に含めております。

 

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

  （注）当社は執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間におけ

る執行役員の異動は、次のとおりであります（下線は変更部分）。

 

（平成24年８月１日付）

  執行役員  桝元  政明  関西空港交通株式会社  取締役社長（旧  鉄道営業本部副本部長、統括部長）
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第４【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成24年10月１日から平成

24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,677 16,833

受取手形及び売掛金 15,884 14,689

商品及び製品 29,424 30,020

仕掛品 2,061 724

原材料及び貯蔵品 2,254 2,192

その他 14,323 9,864

貸倒引当金 △90 △73

流動資産合計 83,535 74,251

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 327,483 323,314

土地 294,233 294,478

建設仮勘定 37,151 28,436

その他（純額） 19,353 18,231

有形固定資産合計 ※1
 678,221

※1
 664,460

無形固定資産 2,439 2,387

投資その他の資産

投資有価証券 17,509 16,613

その他 11,242 9,660

貸倒引当金 △3,357 △2,485

投資その他の資産合計 25,394 23,788

固定資産合計 706,055 690,636

資産合計 789,591 764,888
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 19,577 16,642

短期借入金 96,697 107,350

1年以内償還社債 20,000 10,000

未払法人税等 775 1,972

賞与引当金 2,055 620

その他 52,499 45,043

流動負債合計 191,605 181,628

固定負債

社債 75,000 75,000

長期借入金 288,648 269,662

退職給付引当金 13,521 13,446

建替関連損失引当金 1,106 1,081

負ののれん 180 12

その他 83,927 82,838

固定負債合計 462,383 442,040

負債合計 653,988 623,669

純資産の部

株主資本

資本金 63,739 63,739

資本剰余金 18,471 18,471

利益剰余金 23,401 28,299

自己株式 △1,304 △1,319

株主資本合計 104,307 109,191

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,579 965

土地再評価差額金 27,240 28,496

その他の包括利益累計額合計 28,819 29,462

少数株主持分 2,474 2,565

純資産合計 135,602 141,219

負債純資産合計 789,591 764,888
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

営業収益 134,401 135,672

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 114,569 112,208

販売費及び一般管理費 3,818 4,316

営業費合計 118,387 116,525

営業利益 16,013 19,146

営業外収益

受取利息 30 30

受取配当金 465 476

負ののれん償却額 188 167

雑収入 442 569

営業外収益合計 1,127 1,244

営業外費用

支払利息 6,344 5,693

雑支出 315 308

営業外費用合計 6,660 6,002

経常利益 10,480 14,389

特別利益

工事負担金等受入額 2,047 13,112

その他 157 656

特別利益合計 2,204 13,769

特別損失

工事負担金等圧縮額 1,757 13,025

固定資産除却損 1,142 －

投資有価証券評価損 136 －

その他 633 1,975

特別損失合計 3,669 15,001

税金等調整前四半期純利益 9,015 13,156

法人税、住民税及び事業税 1,288 2,375

法人税等調整額 △2,457 1,886

法人税等合計 △1,169 4,261

少数株主損益調整前四半期純利益 10,184 8,895

少数株主利益 114 127

四半期純利益 10,069 8,767
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 10,184 8,895

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,202 △647

繰延ヘッジ損益 10 －

土地再評価差額金 3,466 －

その他の包括利益合計 2,274 △647

四半期包括利益 12,459 8,247

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 12,374 8,154

少数株主に係る四半期包括利益 85 93
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１．工事負担金等圧縮累計額

前連結会計年度
（平成24年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成24年12月31日）

77,481百万円 90,111百万円

 

２．保証債務

連結会社以外の会社等の借入金等について債務保証を行っております。

前連結会計年度
（平成24年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成24年12月31日）

株式会社ステーションパーキング岸和田 217百万円 一建設株式会社 286百万円

株式会社トラスト・ファイブ 173  〃 株式会社日本セルバン 219  〃

株式会社リビングライフ 115  〃 株式会社ステーションパーキング岸和田 180  〃

株式会社サンピア  他５社 208  〃 株式会社トラスト・ファイブ 115  〃

　     株式会社サンピア  他３社 194  〃

計 715  〃 計 995  〃

　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及び負ののれんの償却額は、次

のとおりであります。 

 
前第３四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日）

減価償却費 16,606百万円 15,246百万円

負ののれんの償却額 188  〃 167  〃

　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月24日

定時株主総会
普通株式 2,614百万円 5.00円 平成23年３月31日平成23年６月27日利益剰余金

 

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月22日

定時株主総会
普通株式 2,613百万円 5.00円 平成24年３月31日平成24年６月25日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日）
１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 運輸業 不動産業 流通業
レジャー・
サービス業

建設業
その他の
事業

合計

営業収益                             
(1）外部顧客への
営業収益

62,11116,33018,58417,49519,697 181 134,401

(2）セグメント間の
内部営業収益又は
振替高

944 612 307 6,722 8,409 649 17,646

計 63,05616,94318,89224,21728,107 830 152,047

セグメント利益 8,153 5,126 1,299 633 758 42 16,014

　
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内
容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 16,014
セグメント間取引消去 △0

四半期連結損益計算書の営業利益 16,013

　
Ⅱ  当第３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日）
１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 運輸業 不動産業 流通業
レジャー・
サービス業

建設業
その他の
事業

合計

営業収益                             
(1）外部顧客への
営業収益

63,53615,87719,27617,80819,073 97 135,672

(2）セグメント間の
内部営業収益又は
振替高

994 623 307 6,679 9,514 688 18,807

計 64,53116,50119,58424,48828,588 786 154,479

セグメント利益
又は損失（△）　

10,185 5,144 2,400 821 689 △31 19,210

　
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内
容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 19,210
セグメント間取引消去 △63

四半期連結損益計算書の営業利益 19,146

　
３．報告セグメントの変更等に関する事項
平成24年４月１日付で実施した駅ビジネス再編に伴い、第１四半期連結会計期間よりセグメントの区分を一部変
更しております。なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、当該変更後の区分により作成したものを開
示しております。　
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 　
前第３四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 　 19円26銭 16円77銭

（算定上の基礎） 　   

四半期純利益金額 （百万円） 10,069 8,767

普通株主に帰属しない金額 （百万円）     － －

普通株式に係る四半期純利益金額 （百万円） 10,069 8,767

普通株式の期中平均株式数 （千株） 522,783 522,735

（注）  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年２月８日

南海電気鉄道株式会社

取締役会  御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 日根野谷  正人    印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 今井  康好        印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている南海電気鉄道株式
会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成24年10月１日から
平成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連
結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半
期レビューを行った。 
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任　
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、
分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、南海電気鉄道株式会社及び連結子会社の平成24年12月31日現在の財政
状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて
の重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以　上

　

  （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報
告書提出会社）が別途保管しております。
２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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